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名古屋地区タクシーの運賃改定「必要」と判断

平成２８年５月から8月にかけ、名古屋地区の法人タクシー事業者からタクシー運賃
改定要請があり、運賃改定要請書を提出した法人タクシー事業者の合計車両数が、名古
屋地区の法人タクシー事業者の全体車両数の７割以上に達したため、運賃改定要否につ
いて検討を行った結果、運賃改定が必要と判定しましたのでお知らせします。

運賃改定要否の検討にあたって、運賃改定要請を行った事業者の中から標準的経営を
行っている事業者（標準能率事業者）を選定し、実績年度（平成26年度）の収入及び
原価などにより収支率を算定、実績年度の加重平均収支率が１００％を下回っていたた
め、運賃改定が必要と判定したものです。

今後、標準能率事業者の中から複数の原価計算対象事業者を抽出し、原価計算書の提
出を求め、運賃改定に係る審査手続きを経て、新運賃の公表を行ってまいります。

記

１．運賃改定要請受付期間
平成２８年５月６日～平成２８年８月５日

２．運賃改定要請状況
（１）要請事業者数 ８２者（地区法人事業者数 ９１者）
（２）要請事業者車両数 ５，２５７両（地区法人車両数 ５，９５９両）
（３）要請率 ８８．２２％

３．運賃改定要請の内容（普通車距離制運賃を一部抜粋）
（１）初乗運賃 普通車 1.00～1.09㎞ 430～470円

※現行上限運賃 中型車 1.264㎞ 500円
小型車 1.264㎞ 480円

（２）加算運賃 普通車 208～253ｍ 80～90円

※現行上限運賃 中型車 246ｍ 80円
小型車 276ｍ 80円

（３）中型車・小型車の車種区分を廃止し、普通車へ車種区分を一本化
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【参考】

■標準能率事業者の選定基準
・次の基準に該当する者を除いた者を標準能率事業者とする

１．原価標準基準
（１）１人１車制個人タクシー事業者及び小規模個人経営者（５両以下）
（２）３年以上存続していない事業者
（３）最近の事業年度（１年間）の期間中に事業の譲渡、譲受若しくは合併し

た事業者又は長期にわたって労働争議のあった事業者
（４）決算期を変更したため、最近１年間の実績収支の確定のできない事業者
（５）一般乗用旅客自動車運送事業以外の事業を経営する事業者にあっては、

全事業営業収入に対する乗用部門の営業収入の割合が５０％に満たない
事業者

（６）災害、その他の事由によって異常な原価が発生し、当該地域の原価の標
準を算定するために適当と認められない事業者

２．サービス標準基準
（１）事業用自動車の平均車齢が、当該運賃適用地域の全事業者の平均値に比

較して、特に高いと認められる事業者
（２）タクシーサービスの著しく不良な事業者
（３）安全運行を怠り、事故を多発している事業者

３．効率性基準
（１）運賃適用地域の事業者のうち、年間平均実働率の水準が、当該地域内の

全事業者の上位から概ね８０％の順位にある水準以下の事業者
（２）運賃適用地域の事業者のうち、生産性（従業員１人当り営業収入）の水

準が、当該地域内の全事業者の上位から概ね８０％の順位にある水準以
下の事業者
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名古屋地区のタクシー運賃改定要請のお知らせ

平成２８年５月６日、名古屋市のつばめ自動車株式会社から一般乗用旅客自動車運送
事業の公定幅運賃の変更（運賃改定）を求める旨の要請書が提出されましたので、お知
らせします。
なお、名古屋地区（※１）において、本要請の日から３ヶ月の間に要請書を提出した

法人タクシー事業者の合計車両数（※2）が７割以上となった場合、運賃改定要否の判
断を行うこととなります。

１．要請者
法人名：つばめ自動車 株式会社
住 所：愛知県名古屋市中区栄１丁目２１番地１７号

２．公定幅運賃変更要請の概要（普通車要請分を抜粋）
【初乗運賃】
◆初乗距離を「1.264㎞→1.044㎞」に変更
◆中型車・小型車の車種区分を廃止し、普通車へ車種区分を一本化

車種区分 要 請 運 賃 車種区分 現 行 運 賃

普 通 車 1.044㎞まで 450円 中 型 車 1.264㎞まで 500円

小 型 車 1.264㎞まで 480円

【加算運賃】

車種区分 要 請 運 賃 車種区分 現 行 運 賃

普 通 車 226ｍまで 80円 中 型 車 246ｍまで 80円

小 型 車 276ｍまで 80円

（※1）名古屋地区（運賃が適用される地域）とは？
愛知県のうち、名古屋市、瀬戸市、津島市、尾張旭市、豊明市、

日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、あま市、長久手市、
愛知郡東郷町、西春日井郡豊山町、海部郡大治町、海部郡蟹江町、
海部郡飛島村

（※２）名古屋地区 事業者数及び車両数（平成２８年５月６日現在）
事業者数：９１者
車 両 数：５，９５９両 ※７割以上＝４，１７２両
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【今後の予定スケジュール】

平成2８年 平成29年
5月６日 8月５日 1月５日

（受付期間開始） （受付期間終了） （標準処理期間）

新運賃公示を経て
要請受付期間 運賃改定

審査期間 新運賃適用

（最初の要請日から （要請受付期間終了後
3ヶ月間） の翌日から５ヶ月間）

※ 要請受付期間中に、要請書を提出した法人タクシー事業者の合計車両数が７割に
達しなかった場合、運賃改定手続は見送ります。
要請受付期間中に、要請書を提出した法人タクシー事業者の合計車両数が７割に

達したものの、要請書を提出した事業者のうち、標準的経営を行っている事業者の
実績年度及び実績年度の翌年度の加重平均収支率が、いずれも１００％を超える場
合、運賃改定手続は見送ります。


